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（２） 推進体制

・ 　良好な景観の形成が町民にとって身近なレベルで幅広く展開できるように、 町民、 事業者、 町が

質の高い共働関係を築きます。 そのため、 次の体制を整えます。

①　大磯景観応援団

・ 　構成は、 大磯を愛する町民、 学生、 建築やガーデンデザインの専門家、 景観まちづくりに寄

与する団体の代表者などが考えられます。 景観に関わる様々な情報と景観づくりに関する手法を

蓄積する場所です。

・ 　良好な景観の形成は、 公共事業や大規模開発による景観整備に加え、 個別の建築や地域の

環境改善といった、 協議 ・ 協調型の景観形成が主となるため、 自由な発想と行動力が求められ

ます。

・ 　大磯景観応援団は、 時に関係者間の橋渡しの担い手ともなるため、 その専門性を高めていく

必要があります。 その具体的な活動イメージは次のとおりです。

●　景観まちづくりに関する普及啓発活動の企画と実施を行う

・ 　広報紙の発行

・ 　景観シンポジウムの企画と実施

・ 　景観コンクール、 景観コンペティションの開催

・ 　総合学習や生涯学習講座の開催や講師派遣

・ 　「大磯景観資産」 等に関する広報紙や書籍の発行

○図 3-1-3　景観まちづくりを推進する体制
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●　景観に関する調査研究

・ 景観カルテの補完、 追加、 編集作業

・ 景観法等の制度に関する調査研究

・ 景観計画の達成目標指標に対する達成状況の把握とその検証

●　景観まちづくりに対する町への提案

・ 　景観カルテを踏まえた、 景観重要建造物、 景観重要樹木、 景観重要公共施設、 大磯景観

資産、 大磯景観形成推奨行為の候補の提案

・ 　景観計画、 景観条例の見直しに関する提案

・ 　景観ガイドラインの事例の追加

・　上記のような景観の保全や形成に関して様々な活動を通して、将来的には 「景観整備機構 ( ＊ )」

を目指し、 ＮＰＯ法人化や公益法人化により組織活動の継続性を高めることも可能となります。

②　景観アドバイザー

・ 　町民主体の地域に根付いた 「大磯景観応援団」 や町、 事業者に対して、 良好な景観の形成

に関する各分野の専門家のアドバイスを提供する制度です。具体的なイメージは、次のとおりです。

・ 　構成は、 建築、 土木、 都市計画、 環境、 自然、 色彩等の学識経験者や専門家により、 適

宜柔軟に編成するものとします。

・ 　大磯景観応援団の活動やその他の町民活動に対する助言を行います。

・ 　届出対象行為 （特定届出対象行為） に対しての勧告、 変更命令等に関する町への助言を

行います。

③　大磯町まちづくり審議会 （既設）

・ 　大磯町まちづくり審議会も、 現在の職務に加えて、 景観計画の全体に目配りを行うことが求めら

れます。

・ 　景観計画の全体の進行管理と目標指標の達成度のチェックを定期的に行います。

・　景観計画の浸透具合と運用状況をみながら、 適宜、 景観計画の見直しについて審議します。

・ 　景観アドバイザーと情報の共有化に努め、 連携を図ります。

・ 　大磯景観応援団等の町民活動団体への助言を行います。

（３） 支援制度　

・ 　日頃の良好な景観の形成に関する活動の表彰と顕彰活動を通して、 多様な団体の活動を有機

的に結びつけるような支援制度についても検討していきます。

・ 　「大磯景観資産」 や 「大磯景観形成推奨行為」 に対する、 表彰による顕彰活動

・ 　景観形成の担い手に対する財政的支援 （景観形成重点地区における景観施策等）

・ 　景観形成の担い手に対する技術的支援 （景観アドバイザー派遣）
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第４節　既存制度との連携

・ 　景観法のほかにも様々な法制度があり、 良好な景観の形成のために運用していくことができます。

例えば、 本町では、 既に市街化区域一帯に都市計画の 「高度地区」 等により、 建築物の高さの最

高限度が定められています。 また、 大磯町まちづくり条例により、 一定規模以上の開発事業に関し

て協議調整がなされています。

・ 　景観法の制定に合わせて関連する多くの法律が改正されています。 今後は、 景観法に加えて関

連する既存制度も活用し、 景観形成の視点から総合的なまちづくりを行っていきます。 景観づくりに

関わる他の制度としては次のものがあります。

①　地区毎のソフトなルールと体制づくりとして、 大磯町まちづくり条例による 「地区まちづくり協議

会 ( ＊ )」、 「地区まちづくり計画」 と 「地区まちづくり協定」 の活用

②　法的担保力を高める都市計画手法として、「用途地域」、「特別用途地区 ( ＊ )」、「風致地区 ( ＊ )」、

「景観地区 ( ＊ )」、 「地区計画」 等の活用

③　地域独自のルールとして、 建築協定 ( ＊ )、 緑地協定 ( ＊ )、 景観協定 ( ＊ ) の締結など。 都市計

画に先んじて、 導入を図ることができる。

④　神奈川県屋外広告物条例の権限移譲と本町独自の屋外広告物条例の制定

⑤　登録有形文化財 ( ＊ ) 制度の活用

⑥　特別緑地保全地区 ( ＊ ) の指定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・　まちづくり基本計画では 「良好な町並み風景の形成」 の目標指標として、平成 22 年度 (2010 年度）

までに景観地区を 1 地区指定すること、 その後、 5 年間に 1 地区ずつ景観地区を指定していくことを

目標にしています。 当面は、 地区住民の意向を把握した上で、 「景観形成重点地区」 の一部を 「景

観地区」 へ移行させることを検討します。

・ 　景観計画の浸透や進捗具合を目標指標に照らし合わせながら、 その効果を検証分析し、 より効果

的な制度の充実を図っていきます。
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第５節　景観計画の進行管理と見直し

・ 　良好な景観の形成のためには、 継続的に取り組むとともに、 景観計画の改良を重ねて発展させて

いく必要があります。 そのためには景観計画の効果を明らかにした上で、 施策の進捗状況を常に把

握し、 「町民」、 「事業者」、 「滞在者」、 「町」 の各主体が情報の共有化に努めることが大切です。

そのために町が適宜、 検討する項目として、 次の３つがあります。

①　景観形成重点地区の見直し

②　景観ガイドラインの事例の見直し

③　目標指標の達成状況の分析と評価

・ 　景観まちづくりの進捗状況を踏まえ、 定期的に内容を検討し、 必要に応じて景観計画の見直しを

行います。 見直しは、 町の視点 （運用側の視点） だけでなく、 景観アドバイザーや大磯景観応援

団など、 専門家や地域の活動団体の意見を聴きながら進めていくものとします。

・ 　また、 社会経済情勢、 地域情勢に大きな変化が生じた場合にも、 適宜、 景観計画の見直しを行う

ものとします。
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○図　3-1　まちづくり基本計画の目標指標 （抜粋）

第６節　良好な景観の形成のための目標指標

・ 　まちづくり基本計画 （目標年次 ： 平成 32 年度） に定める、 景観形成に係る目標指標は次のとお

りです。
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資料
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色について

・ 　マンセル表色系は、 日本で最も一般的に使用されて

いる物体色のための表色系で、 JIS 標準色票もマンセル

色系を採用しています。 日本塗料工業会の塗料用標準

色にも、 このマンセル値が付記され、 色票番号もマンセ

ル値と対応しています。

・　マンセル色の記号は 「色相 （Hue)」 「明度 (Value)」 「彩

度 (Chroma)」 の順に書き表します。 例えば 「５ＹＲ６/ ３」

は 「色相」 が 「５ＹＲ」、「明度」 が 「６」、「彩度」 が 「３」

であることを表しています。

【色相 (Hue)】

・　色相は色味を示し、赤 （Ｒ）、黄 （Ｙ）、緑 （Ｇ）、青 （Ｂ）、

紫 （Ｐ） の 5 色相を基本とし、さらに中間に黄赤 （ＹＲ）、

黄緑 （ＢＧ）、 青紫 （ＰＢ）、 赤紫 （ＲＰ） を配して 10 色

相としています。 それをさらに 4 等分した合計 40 色相を

円周上に順序正しく配列して色相環を形成しています。

【明度 （Value)】

・ 　明度は明るさを示し、 完全吸収の理想の黒を 0、 完全

反射の理想の白を 10 とし、 その間を知覚的に等歩度に

なるように 10 段階に配列しています。 色相をもたない無

彩色は、 明度のみで色を示すことになるため 「Ｎ 9」 な

どのように最初にニュートラルの意味を示す 「Ｎ」 をつけ

て表記します。

【彩度 （Chroma)】

・　彩度は鮮やかさを数字で示し、 数値が大きくなるに従っ

て鮮やかさが増します。 無彩色の彩度は 0 であり、 色味

を増していくに従って数値も大きくなっていきます。 各色

相で最も鮮やかな色彩を示す最高彩度は色相によって

異なり、 JIS 標準色票では、 赤 ・ 黄系の最高彩度が 14

程度、 青系の最高彩度が 8 ～ 10 になっています。

○　マンセル色立体を色相 10 Ｂを上面として内部

の等色相面と等明度面を見えるようにした図

○　色相環 ： マンセル色立体の断面図に 10 色相

の最高彩度色を表現した図

○　明度スケール ： マンセル色立体の断面図上に無

彩色の明度変化を表現した図

○　彩度スケール ： マンセル色立体の断面図上に 5

色相の彩度変化を表現した図
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色彩の基準の考え方

・ 　色彩の基準を考えるにあたって、 町並み景観の背景にある、 海や空の青、 丘陵の緑といった自然

色彩をより一層引き立たせ、 大磯らしい風格を持った町並み景観の保全、 創出ができるように配慮す

る必要があります。 そのためには、 自然界の色の構成を把握する必要があります。

・ 　自然界の中で色味があって、 誘目性のある花や蝶は高彩度色です。 樹木の緑や刻々と変化する

空の色は、 中彩度の色彩領域にあり、 自然界の基調色である大地の土、 岩、 砂等は低彩度色です。

このように大面積を占めるのは低彩度色で、 一日を通して、 四季を通して刻々と変化するのは中彩

度色、 そして、 比較的小面積にしか現れない高彩度色という絶妙なバランスで自然の豊かな色彩は

成り立っています。 建築物や工作物も大地の色彩景観を構成する要素の一部として、 自然界の色彩

バランスに沿うような形で基準値を設定しました。

・　また、 町並み景観の 「色彩」 に秩序を持たせるため、 町並み全体の中で 「目立つ・目立たない」、

「落ち着いた ・ けばけばしい」 と感じる誘目性の評価に大きな影響を与える 「彩度 （Chroma）」 のあ

り方に着目し、 彩度を抑える方向で色彩基準の値を設定しました。

建築物の屋根の色彩 【別表２】

・ 　屋根色は、 町域全体の秩序ある眺望景観を創出するという視点から、 現況において、 多く用いら

れている無彩色や暖色系の低彩度域を基本とし、 明るさを抑えた低明度域への誘導を図ります。

・ 　新築住宅に多く使われがちなスペイン瓦等は、 比較的穏やかな色調のものであれば、 使用可能と

なるよう設定しています。

建築物の壁面、 工作物の色彩 【別表３】

・ 　彩度は、 暖色系を主体とし、 自然景観の色と重なる寒色系、 その他の色相ではより慎重な色彩選

択を促すよう設定しています。

・ 　明度は、 選択の幅を持たせる基準とするため、 地区の立地特性に応じて、 「一般地区」、 「景観形

成重点地区 （丘陵側）」、 「景観形成重点地区 （町中）」、 「景観形成重点地区 （海岸側）」 毎の基

準を設けています。

自動販売機の外装の色彩 【別表４】

・ 　自動販売機の色彩は、 通りの景観として統一性をもたせるため、 他の工作物との色彩調和を図るよ

うに設定しています。 国道１号の電線類地中化事業で新設された歩車横断防止柵の色と同色、又は、

自動販売機業界が景観推奨色としている色彩と同色としています。

屋外広告物の色彩 【その他】

・ 　神奈川県屋外広告物条例では色彩基準を設けていません。 屋外広告物も建築の意匠の一つとし

てとらえ、 町独自の色彩基準を設けることを検討していきます。
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建築物の屋根の色彩 【別表２】

一般地区

景観形成重点地区

色相 （Hue) 明度 （Value) 彩度 (Chroma)

５YR から５Y まで ５以下 ６以下

上記以外の有彩色 ５以下 ２以下

無彩色 ８以下 －
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※１） 下図中の赤線内が使用できる色彩です。 色票は、「ＪＩＳ標準色票 - 光沢版 -」 を使用していますが、

印刷の都合上、 実際の色とは若干異なるため、 色の確認は必ずマンセル値で行ってください。

※ 2） 建築物の屋根を太陽光発電システムその他これらに類するものとした場合には、 屋根の色彩基準

は適用除外になります。
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建築物の壁面、 工作物の色彩 【別表３】　

一般地区

色相 （Hue) 明度 （Value) 彩度 (Chroma)

５YR から５Y まで ２以上８以下 ６以下

上記以外の有彩色 ２以上８以下 ２以下

無彩色 ９以下 －
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※　下図の赤線内が、 一般地区で使用

できる色彩です。 色票は、 「ＪＩＳ標準

色票 - 光沢版 -」 を使用しています

が、 印刷の都合上、 実際の色とは

若干異なるため、 色の確認は必ず

マンセル値で行ってください。○別表 3 が適用となる一般地区の区域
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景観形成重点地区

ー　丘陵側　ー

（高麗山公園周辺　景観形成重点地区）

（大磯駅周辺北　景観形成重点地区）

（小磯山手　景観形成重点地区）

色相 （Hue) 明度 （Value) 彩度 (Chroma)

５YR から５Y まで ２以上６以下 ６以下

上記以外の有彩色 ２以上６以下 ３以下

無彩色 ８以下 －

建築物の壁面、 工作物の色彩 【別表３】　
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※　下図の赤線内が、 「高麗山公園周

辺景観形成重点地区」、 「大磯駅周

辺北景観形成重点地区」、 「小磯山

手景観形成重点地区」 で使用でき

る色彩です。 色票は、 「ＪＩＳ標準色

票 - 光沢版 -」 を使用していますが、

印刷の都合上、 実際の色とは若干

異なるため、 色の確認は必ずマンセ

ル値で行ってください。
○別表 3 が適用となる

景観形成重点地区 （丘陵側） の区域
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景観形成重点地区

ー　町　中　－

（化粧坂松並木　景観形成重点地区）

（大磯駅周辺南　景観形成重点地区）

（小淘綾海岸松林　景観形成重点地区）

（旧東海道中丸　景観形成重点地区）

（六所神社周辺　景観形成重点地区）

色相 （Hue) 明度 （Value) 彩度 (Chroma)

５YR から 10YR まで
（10YR は除く）

２以上７以下 ６以下

10YR から５Y まで
２以上７以下 ６以下

７から９以下 ３以下

上記以外の有彩色 ２以上７以下 ３以下

無彩色 ９以下 －

建築物の壁面、 工作物の色彩 【別表３】　
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※　下図の赤線内が、 「化粧坂松並木

景観形成重点地区」、 「大磯駅周辺

南景観形成重点地区」、 「小淘綾海

岸松林景観形成重点地区」、 「旧東

海道中丸景観形成重点地区」、 「六

所神社周辺景観形成重点地区」 で

使用できる色彩です。 色票は、 「ＪＩＳ

標準色票 - 光沢版 -」 を使用してい

ますが、 印刷の都合上、 実際の色

とは若干異なるため、 色の確認は必

ずマンセル値で行ってください。
○別表 3 が適用となる

景観形成重点地区 （町中） の区域



80 ｜資料｜

建築物の壁面、 工作物の色彩 【別表３】　

景観形成重点地区

ー　海岸側　ー

（大磯港 ・ 海岸　景観形成重点地区）

色相 （Hue) 明度 （Value) 彩度 (Chroma)

５YR から５Y まで ３以上９以下 ３以下

上記以外の有彩色 ３以上９以下 ２以下

無彩色 ３以上９以下 －
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※　図中赤線内が、 「大磯港 ・ 海岸景

観形成重点地区」 で使用できる色

彩です。 色票は、 「ＪＩＳ標準色票 -

光沢版 -」 を使用していますが、 印

刷の都合上、 実際の色とは若干異

なるため、 色の確認は必ずマンセル

値で行ってください。

○別表 3 が適用となる

景観形成重点地区 （海岸側） の区域
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自動販売機の外装の色彩 【別表４】　

自動販売機の外装の色彩

色相 （Hue) 明度 （Value) 彩度 (Chroma)

10YR ６ １

５Y ７. ５ １. ５

１０ＹＲ６/ １

５Ｙ７．５/ １. ５

※１）　上記のうち、 いずれか 1 色を選択してください。

※２）　1 箇所に複数の自動販売機を設置する場合は、 色彩を統一してください。

※３）　印刷の都合上、 実際の色とは若干異なるため、 色の確認は必ずマンセル値で行ってください。
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用語の解説

あ行 ************************************

アクセント色

　外壁のアクセントとして、 ボーダーや窓枠などの

一部の部材に、 ごく小面積に使う色彩。

意匠

　建築物や工作物の形 ・ 色 ・ 模様 ・ 配置などの

デザイン。

囲障

　敷地の周囲を囲む工作物。 垣、 さく、 へい、 門、

擁壁など。

遠景

　視界の中で一番遠くに見える景色。

大磯町まちづくり条例

　大磯らしさを守り育むために、 大磯らしさを表す

まちづくり基本計画の策定、 町民の主体的なまち

づくり、 開発事業の手続、 都市計画法及び建築

基準法の委任事項などについて、 基本的な仕組

みやルールを定めた町の条例。 平成１３年制定。

屋内広告物

　屋外から視認できるように、 建築物の室内側の

ガラス面に掲出されている広告物。

か行 ************************************

外構

　垣、さく、へい、門、生垣などの敷地を囲む意匠。

基壇 （きだん）

　建築物や工作物の基部に築いた石造や土造の

壇。

基調色

　建築物の壁面などでその大部分の面積を占め、

基本となっている色。

急傾斜地崩壊危険区域

　がけの崩壊により、 周辺住民等に危害が生じる

恐れのある場所に対し、 神奈川県が指定する区

域。 指定区域内で行われる土木工事や木竹の伐

採については、 神奈川県の許可が必要になる。

近景

　視界の中で一番近くに見える景色。

景観ガイドライン

　景観計画の景観形成指針と景観形成基準の模

範的なあり方や考え方を示すもの。

景観協定

　景観計画区域内の一団の土地の所有者等が、

その全員の合意により、 建築物の形態意匠に関

する基準等を定め、 お互いに守っていくという景

観法に基づく協定。

景観計画

　景観法 （平成 16 年制定） の規定に基づき、 景

観行政団体 （地方自治体法上の指定都市、 中

核市、 都道府県及び都道府県の同意を得た市町

村） が、 独自に良好な景観の保全 ・ 形成を図る

ため定める計画。

景観重要建造物

　景観法に基づく制度の一つで、 景観計画区域

内の良好な景観の形成に重要な建造物 （これと

一体となって良好な景観を形成している土地その

他の物件を含む。） として指定された建造物。

景観重要樹木

　景観法に基づく制度の一つで、 景観計画区域

内の良好な景観の形成に重要として指定された樹

木。

景観重要公共施設

　景観法に基づく制度の一つで、 景観計画に定

めた指定の方針に即して、 景観行政団体の長が

指定した、 良好な景観形成に重要な役割を果た

している公共施設。

景観整備機構

　景観法の制度で、 公益法人又は特定非営利法

人 （ＮＰＯ法人） であって、 景観行政団体の長か

ら指定された団体。 景観の保全や形成に関する

様々な情報提供や調査 ・ 研究等を行う。

景観チェックシート

　景観計画区域内における一定の行為について、

景観形成の指針への適合状況を自己診断にて確

認を行う様式。
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自然環境保全地域

　森林、 草原、 河川、 湖沼、 海岸若しくは海面

の区域又は自然環境がこれらに類する区域で、

自然的社会的諸条件からみてその区域における

自然環境を保全することが特に必要なものとして、

神奈川県知事が指定する地域。 神奈川県の自然

環境保全条例第 2条に規定される。

自然素材

　木、 石、 植物等の大地に発祥の端を持ち、 人

の加工の手が加わっていない素材。 レンガやタイ

ルは自然素材としない。

心象

　見たり、 聞いたり、 感じたことが基になり、 ある

形を持って心の中に現れてくるもの。

修景

　良好な景観をつくるために、 デザイン的配慮を

施すこと。

スカイライン （skyline)

　山並みや建築物群などが空を区切る輪郭線。

スケール （scale)

　ある対象物に対するそのものの大きさの比率。

スプロール （sprawl)

　市街地が無計画に郊外に拡大し、 虫食い状の

無秩序な市街地を形成すること。

セットバック

　建築物や工作物の壁面の位置を自己の宅地の

中に後退させること。

た行  ***********************************

地区計画

　住民の生活に身近な地区を単位とし、 道路や公

園などの公共施設の配置や建築物の建て方等を

地区の特性に応じてきめ細かく定める都市計画。

都市計画法第 12 条の 5 に規定される。

景観地区

　より積極的に景観形成を図るために、 都市計画

に 「建築物の形態意匠の制限」 「建築物の高さ

の最高限度又は最低限度」 「壁面の位置の制限」

「建築物の敷地面積の最低限度」 を必要に応じて

定める。 建築物の形態意匠は市町村長の認定に

より、 それ以外は建築確認により担保される。

景観法

　平成 16 年に制定された日本で初めての景観に

関する総合的な法律。 都市、 農山漁村等におけ

る良好な景観の形成を図るため、 良好な景観の

形成に関する基本理念及び国等の責務、 景観地

区等における良好な景観の形成のための規制、

景観整備機構による支援等所要の措置等を定め

ている。

建築協定

　建築基準法第 69 条に基づき、 一定の地域の環

境と利便の高度な維持 ・ 増進を図るために締結

する協定。 「建築物の敷地、 位置、 構造、 用途、

形態、 意匠、 建築設備」 に関する独自の基準を

関係権利者全員の合意に基づいて定め、 特定行

政庁の認可を得る必要がある。

高木

　高さが 3 ｍ以上の樹木。

さ行 ************************************

里山

　都市と自然の間にあって人が利用してきた森林。

手つかずの自然を徐々に人が利用しやすい形に

変えていった自然。

仕上げ

　建築物や工作物の外気に触れる表層の面を覆う

材料。

市街化調整区域

　都市計画法に基づく都市計画区域の中で、 市

街化を抑制する区域。

施設緑地

　緑地の分類の一つ。 都市施設として積極的に整

備を図ろうとする意図のある土地で、 整備すること

によって公共オープンスペースとなるもの。 都市

公園法に基づく 「都市公園」 と 「都市公園以外」

の施設緑地がある。
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現を図るため、 用途地域の指定を補完して定める

地区。

特別緑地保全地区

　都市緑地法に基づいて、 良好な自然環境を形

成している緑地のある地域地区。 指定地区内での

建物の建築には自治体の許可が必要となる。

都市計画法

　都市計画の内容及びその決定手続き、 都市計

画制限、 都市計画事業、 その他都市計画に関し

て必要な事項を定めることにより、 都市の健全な

発展と秩序ある整備を図り、 国土の均衡ある発展

と公共の福祉の増進に寄与することを目的として

定められた法律。 昭和４４年施行。

土地の区画形質の変更

　都市計画法による開発許可の対象となる行為の

一つ。 宅地造成や道路の新設などを伴う土地の

境界の変更、 土地の盛土 ・ 切土により土地の形

状を変更すること、 宅地以外の土地 （農地 ・ 山

林など） を宅地にすることなどをいう。 建築工事と

一体で行う基礎工事などは含まれない。

な行 ************************************

二項道路

　建築基準法第 42 条第２項による道路。 建築基

準法の施行の際に建築物が建ち並んでいた幅員

が４ｍ未満の既存道路。 この道路に面した敷地で

新たな建築行為を行う場合には、 敷地状況に応じ

たセットバックを行う必要がある。

は行 ************************************

飛砂防備保安林 （砂防林）

　森林法第 25 条第１項に定める保安林の一つ。

砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、 隣接する田畑

や住宅を守る林。 飛砂防備保安林内の立木の伐

採、 土地の形質の変更等は許可が必要となる。

風致地区

　都市計画に定める地域地区の一つ。 自然景勝

地や公園、 歴史的資産、 緑豊かな住宅地など、

都市の風致 （自然の趣、 味わい） を維持するた

めに、 建物高さ、 建ぺい率、 壁面後退、 色彩、

緑地の割合の基準を持つ地区。

地区まちづくり協議会

　大磯町まちづくり条例で規定する、 住みよいま

ちづくりを図ることを目的とする町民等の団体。 道

路、 鉄道、 河川等により区分され、 かつ、 規則

で定める一団の面積がある区域内に住所を有する

者及び土地又は建物の所有者その他規則で定め

る利害関係者で構成する協議会。

地区まちづくり協定

　大磯町まちづくり条例で規定する協定。 一定の

要件を満たした地区まちづくり計画について、 町

長と地区まちづくり協議会が締結する。

地区まちづくり計画

　大磯町まちづくり条例で規定する地区まちづくり

協議会が、 地区のまちづくりの目標、 まちづくりの

方針に関する事項を定める計画。

眺望点

　見晴らしが特に優れている場所。 本町では、 相

模湾、 富士山、 大磯町の市街地などを一望でき

る高麗山などがある。

邸園 （ていえん）

　「神奈川県の現存近代洋風建築物目録」 と 「神

奈川県の近代和風建築」 にリストアップされてい

る歴史的建造物の中で、 その配置、 規模、 来歴

が神奈川の文化振興 ・ 観光振興の魅力資源とし

て地域活性化の核となりうるもの。 邸宅と庭園の頭

文字を足した造語。

邸園文化圏再生構想

　平成１７年から取り組まれている、 相模湾沿岸地

域一体の邸園文化を再生する県政策の一つ。

伝統素材

　自然素材のもので、 古くから受け継がれてきた

素材。

登録有形文化財

　文化財保護法に基づき、 建造物等の有形の文

化的所産で、 歴史的価値、 芸術的価値、 その他

の学術的価値の高いもので、 文部科学大臣が文

化財登録原簿に登録するもの。 従来の指定制度

を補完する。

特別用途地区

　都市計画法の規定により、 用途地域内の一定の

地区において、 当該地区の特性にふさわしい土

地利用の増進、 環境の保護等の特別の目的の実
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フォルム （forme)

　フォームに同じ。 形、 外形のこと。

分節化

　大きな物体の圧迫感を軽減するために、 物体を

形態的に分割すること。

ペントハウス

　建築物の屋根の上に突き出した部位のこと。 エ

レベーターの機械室や屋上にでる階段室がこれに

あたる。 塔屋ともいう。

補助色

　建築物の壁面などで基調色に次いで、 景観に

変化を与える色。

ま行 ************************************

緑の基本計画 （大磯町）

　大磯町の緑地の保全と緑化の推進に関する施

策を総合的にまとめたもの。 風致地区の指定や都

市公園の整備などの都市計画と、 保存樹林の指

定や公共公益施設の緑化などの都市計画によら

ないものを体系的にまとめている。

ら行 ************************************

ランドマーク

　地域のイメージを象徴し、 目印となっている特徴

的なもの。 その場所の顔であり、 住民に親しまれ、

また、 来訪者の印象に深く残るもの。

緑地協定 （緑化協定）

　都市緑地法に基づき、 一団の土地又は道路 ・

河川などに隣接する土地の所有者などが市街地

の良好な環境を確保するために結ぶ、 緑地の保

全又は緑化に関する協定。
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